
第13号発議案

北朝鮮の核実験に抗議する決議

を別紙のとおり提出します。

平成21年� 6月24日
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北朝鮮の核実験に抗議する決議

北朝鮮が 4月の弾道ミサイんの発射実験に引き続き、 5月に核実験を強行したこ

とは、国連安全保障理事会の決議に違反することは明白である。

のたびの行為は、世界平和を顧い北朝鮮に対して非核化と 6カ国協議への復帰

を働きかけてきた関諮国に大きな欝撃を与えるとともに、かかる北朝鮮の行為は、

世界平和な願う各国に対する脅迫行為に能ならず、断じて容認できるものではない。

よって本県議会は、北朝鮮ζ対し、ここに強く抗議するとともに、このような北

朝鮮の蛮行を決して許すことなく、日本政府は引き続き各国に対して、間違安全保

揮理事会決議に基づく制裁を確実に護行するよう強く促し、北朝鮮に厳しく対峠す

ることそ強く求めるものである。

以上、決議する。

ザ平成21年 6月24吾

新潟県議
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北朝鮮の核実験に対する制裁措置に対応する早急な

法整備に関する意見書

上記議案を別紙のとおり提出:します。

平成21年� 6月24日
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北朝鮮の核実験に対する制裁措置に対応する早急な

法整備に関する意見書

北朝鮮が核実験の実施及びミサイル発射という世界の平和と安全を脅かす蛮行を

古川
1

P

行ったことは、北朝鮮の核実験を禁じた国連安全保障理事会決議第1718号に対する

明確な違反行為であるとともに、 NPT体制に対する重大な挑戦である。

国際社会は、世界の平和と核の拡散防止を目指し、これ以上の北朝鮮の暴走を許

さないため、追加制裁決議第1874号を決議したところである。

しかるに、我が国が北朝鮮の船舶に対する貨物検査を強く主張してなされた決議

であるにもかかわらず、北朝鮮に対して世界が協調して厳しい制裁措置を求めてい

るこの時期に、現行法体系下においては対応できないという矛盾を抱えている o

よって国会並びに政府におかれては、一日も早く船舶の貨物検査実施のための特

別法を成立させ、追加制裁決議第 1874号において求められている北朝鮮に対する制

裁措置を国際協調の下で我が国も対応できるよう、早急に法整備を図ることを強ぐ

要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年 6月24日
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第15号発議案

凍結された直轄国道整備事業の早急な事業再開

を求める意見書

上記議案を別紙のとおり捜部します。


平成21年� 6月24日
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凍結された直轄国道強備事業の早急な事業再開

告求める意見事 に

ぬ
�
 

国が財政再建を進める中で、野党がマスコミ受けを狙い道路予算の無駄選い批判

を行ったことに端を発L、国土交通省は平成21年度に事業安実施する予定の高規格

道路及び直轄事業等について見直しな行い、費用便益比が� 1以下の18事業について

事業執行を凍結した。

公共交通網の整備が不十分な地方とおいては、道路が地場に果たす役裂が非常に

大きく、道路整舗は地域社会における最重要課題であり、本県ほ、水害、

I=t選大震m.及び中諮沖地震と度重なる大規模災害を経験し、被災者救済のための緊

急搬送や支援物資の輪送‘その後の復i日・複興等のいずれの場師においても道路の

薙保が必要絶対条件であることを身をもって体験している。道路は、まさに地域住

民の「命を守る道路Jであり、道路整備の重要性については、幾度となく実註され

ているところである。

しかるに、このたびの事業凍結は、大都甫の理論に基づきミ単に経済的な韻語か

らだけの費用対効呆を求めた結果であり、地方における「命を守る道路j としての

観点からの評錨が、何らなされていない。凍結された本県の「悶道17号補佐バイパ

スj は、魚沼基幹癖説構認や工業団地の事業計回など魚沼地域全体に大きな影響を

及ぼすものであり、また、「国道113号鷹〆巣道路Jは、本県と山形県の県境に位罷

し急峻な地形と諜雪地帯であり、う回路もないことから、まさ詑地域住民の� f舎の

道路Jそのものであり、どちらも早急な整備の捉進が望まれている。

よって国会並びに政府におかれては、単なる経済的な費用対効果の追及を国るこ

となく、地域の実情を反挟した� f命の道賂j や� f地域経済の発展j 得の{更益を考慮

し、一日も早く道路整構事業の再開を留るよう強く要望する。

以上、治方自治法第鈎条の規定により意見書を拠出する。

平成21年� 6月24日
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